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平
成
二
十
三
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
、
政
府
は
、
「
平
成
二
十
三
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
」
（
以
下
、
「
新
大

綱
」
）
を
閣
議
決
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

「
今
後
の
防
衛
力
に
つ
い
て
は
、
防
衛
力
の
存
在
自
体
に
よ
る
抑
止
効
果
を
重
視
し
た
、
従
来
の
「
基
盤
的
防
衛
力
構

想
」
に
よ
る
こ
と
な
く
、
各
種
事
態
に
対
し
、
よ
り
実
効
的
な
抑
止
と
対
処
を
可
能
と
し
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
安
全
保

障
環
境
の
一
層
の
安
定
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
安
全
保
障
環
境
の
改
善
の
た
め
の
活
動
を
能
動
的
に
行
い
得
る
動
的
な
も
の
と

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
即
応
性
、
機
動
性
、
柔
軟
性
、
持
続
性
及
び
多
目
的
性
を
備
え
、
軍
事
技
術

水
準
の
動
向
を
踏
ま
え
た
高
度
な
技
術
力
と
情
報
能
力
に
支
え
ら
れ
た
動
的
防
衛
力
を
構
築
す
る
。
」

と
あ
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
今
後
の
防
衛
力
に
つ
い
て
は
、
（
中
略
）
動
的
防
衛
力
を
構
築
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、
「
動
的
防
衛
力
」
と
は
ど
う

い
う
定
義
な
の
か
、
政
府
の
見
解
如
何
。

二

「
平
成
十
七
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
」
（
以
下
、
「
一
六
大
綱
」
）
で
は
、
今
後
の
防
衛
力
に
つ
い
て
、

「
今
後
の
我
が
国
の
防
衛
力
に
つ
い
て
は
、
即
応
性
、
機
動
性
、
柔
軟
性
及
び
多
目
的
性
を
備
え
、
軍
事
技
術
水
準
の
動
向

一



を
踏
ま
え
た
高
度
な
技
術
力
と
情
報
能
力
に
支
え
ら
れ
た
、
多
機
能
で
弾
力
的
な
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
す
る
。
」
と
記
述

し
て
い
る
。
「
一
六
大
綱
」
の
「
多
機
能
で
弾
力
的
な
実
効
性
の
あ
る
防
衛
力
」
と
「
新
大
綱
」
の
「
動
的
防
衛
力
」
の
記

述
は
、
極
め
て
類
似
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
多
機
能
で
弾
力
的
な
実
効
性
の
あ
る
防
衛
力
」
と
「
動
的
防
衛
力
」

の
相
異
点
は
何
か
、
政
府
の
見
解
如
何
。

三

「
新
大
綱
」
に
お
い
て
、
「
動
的
防
衛
力
」
の
観
点
と
し
て
、
「
平
素
か
ら
情
報
収
集
・
警
戒
監
視
・
偵
察
活
動
を
含
む

適
時
・
適
切
な
運
用
を
行
い
、
我
が
国
の
意
思
と
高
い
防
衛
能
力
を
明
示
し
て
お
く
こ
と
」
「
装
備
の
運
用
水
準
を
高
め
、

そ
の
活
動
量
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
き
な
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
防

衛
力
の
運
用
に
着
眼
し
た
動
的
な
抑
止
力
を
重
視
し
て
い
く
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

減
額
さ
れ
て
い
る
防
衛
予
算
及
び
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
二
十
三
年
度
〜
平
成
二
十
七
年
度
）
の
所
要
経
費
の
中

で
、
平
素
か
ら
、
装
備
の
運
用
水
準
を
高
め
、
そ
の
活
動
量
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
限

ら
れ
た
予
算
の
中
で
ど
の
よ
う
に
し
て
、
「
動
的
防
衛
力
」
を
実
施
す
る
の
か
、
政
府
の
見
解
如
何
。

四

「
基
盤
的
防
衛
力
構
想
」
は
、
「
昭
和
五
十
二
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
」
（
「
五
一
大
綱
」
）
に
お
い
て
考

え
方
が
示
さ
れ
、
「
平
成
八
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
」
（
「
〇
七
大
綱
」
）
に
お
い
て
も
基
本
的
に
踏
襲
さ

二



れ
、
「
一
六
大
綱
」
に
お
い
て
、
有
効
な
部
分
は
継
承
さ
れ
て
き
た
防
衛
力
の
考
え
方
で
あ
る
。

何
故
、
「
新
大
綱
」
で
は
、
従
来
の
「
基
盤
的
防
衛
力
構
想
」
に
よ
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
如
何
。

五

「
基
盤
的
防
衛
力
構
想
」
は
、
「
我
が
国
に
対
す
る
軍
事
的
脅
威
に
直
接
対
抗
す
る
よ
り
も
、
自
ら
が
力
の
空
白
と
な
っ

て
我
が
国
周
辺
地
域
の
不
安
定
要
因
と
な
ら
な
い
よ
う
、
独
立
国
と
し
て
の
必
要
最
小
限
の
基
盤
的
な
防
衛
力
を
保
有
す

る
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
定
義
の
通
り
、
あ
る
意
味
で
、
「
基
盤
的
防
衛
力
構
想
」
は
独
立
国
と
し
て
の
必
要
最
小
限
の
基
盤
的
な
防
衛
力
整

備
及
び
専
守
防
衛
の
基
本
理
念
を
担
保
す
る
た
め
の
役
割
も
果
た
し
て
き
た
と
考
え
る
。
「
新
大
綱
」
は
「
基
盤
的
防
衛
力

構
想
」
に
よ
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
要
最
小
限
の
防
衛
力
整
備
や
専
守
防
衛
の
基
本
理
念
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
ら
な

い
か
懸
念
が
あ
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

六

「
基
盤
的
防
衛
力
構
想
」
に
よ
ら
ず
に
、
必
要
最
小
限
の
防
衛
力
整
備
や
、
専
守
防
衛
に
徹
し
他
国
に
脅
威
を
与
え
る
よ

う
な
軍
事
大
国
に
な
ら
な
い
と
の
基
本
理
念
を
担
保
す
る
た
め
の
防
衛
力
の
新
た
な
歯
止
め
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


